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3-1 

意思の伝達 

評価軸 ：①能力 

1.調査対象者が意思を他者に伝達できる 

2.ときどき伝達できる 

3.ほとんど伝達できない 

4.できない 

(1) 調査項目の定義 

「意思の伝達」の能力を評価する項目である。 

ここでいう「意思の伝達」とは、調査対象者が意思を伝達できるかどうかの能力である。 

(2) 選択肢の選択基準 

「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」 

・手段を問わず、常時、誰にでも「意思の伝達」ができる状況をいう。 

 

「2.ときどき伝達できる」 

・通常は、調査対象者が家族等の介護者に対して「意思の伝達」ができるが、その内容や状況等

によってはできる時と、できない時がある場合をいう。 

 

「3.ほとんど伝達できない」 

・通常は、調査対象者が家族等の介護者に対しても「意思の伝達」ができないが、ある事柄や特

定の人（例えば認定調査員）に対してであれば、まれに「意思の伝達」ができる場合をいう。 

・認知症等があり、「痛い」「腹が減った」「何か食べたい」等、限定された内容のみ「意思の伝

達」ができる場合は、「3.ほとんど伝達できない」を選択する。 

 

「4.できない」 

・重度の認知症や意識障害等によって、「意思の伝達」が全くできない、あるいは、「意思の伝達」

ができるかどうか判断できない場合をいう。 

 

(3) 調査上の留意点及び特記事項の記載例 

「意思の伝達」については、その手段を問わず、調査対象者が意思を伝達できるかどうかを評価す

る。 

失語症が原因で会話が成立しなくとも、本人の意思が伝達できる場合は、それが会話によるものか、

身振り等によるものかは問わない。伝達する意思の内容の合理性は問わない。 

伝達手段について特記することがある場合は、具体的な内容を「特記事項」に記載する。 
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本人が自発的に伝達しなくても、問いかけに対して意思を伝えることができる場合は、その状況を

評価する。 

なお、「意思の伝達」は能力を問う項目であるが、申請者の日常的な状態を頻度の観点から把握す

る項目であることから、他の能力を問う項目とは異なり、調査日の状況に加え、調査対象者及び介護

者等から聞き取りした日頃の状況から選択を行い、調査日の状況と日頃の状況の両者を特記事項に記

載する。 
 

◆特記事項の例◆ 

失語症で、手指機能の低下により文字で書くこともできないが、身振りから、「意思の伝達」
ができていると確認できたため、「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」を選択する。 

 

(4) 異なった選択が生じやすい点 

対象者の状況 誤った選択 正しい選択と留意点等 

重度の認知症があり、

「痛い」「腹が減った」

「何か食べたい」等、

限定された内容のみ

「意思の伝達」ができ

る。 

「2.ときどき伝達で

きる」 

「3.ほとんど伝達できない」を選択する。 

認知症等があり、「痛い」「腹が減った」「何か

食べたい」等、限定された内容のみ「意思の伝

達」ができる場合は、「3.ほとんど伝達できな

い」を選択する。 

 


